
                                  

小規模地方公共団体におけるＬＥＤ街路灯等導入促進事業【24 年度補正】 

 １，１５０百万円  

地球環境局地球温暖化対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

地方公共団体は、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117

号）において、その責務として、自らの事務事業に関し温室効果ガスの排出の量

の削減等のための措置を講ずることとされている。 

地方公共団体が所有する街路灯等をＬＥＤ照明にリプレイスすることにより、

消費電力を抑え、CO2 の排出量削減による低炭素社会の実現に資することとな

る。 

街路灯等へのＬＥＤ照明の導入は、リースを活用することにより、初期投資を

抑えて更新することが可能であるが、小規模な地方公共団体（10 万人以下）に

おいては、更新計画の具体的な設計ノウハウや専門知識をもった人員等が不足

し、事業を行えない状況にある。 

 

 

２．事業計画（業務内容） 

 小規模地方公共団体に対して、リースを活用したＬＥＤ照明への更新計画の作

成を専門業者等に外注するための経費を支援する。 

加えて、地元企業を活用しつつＬＥＤ導入を行う際にかかる費用のうち、リー

ス料金に含まれる取付工事費用について、リースを実施する民間事業者に対して

補助(※)することにより、地元経済の活性化を図る。 

 (※)補助は初回限り。以降の更新は、LED 導入により削減された費用を活用して実施。 

 

 

３．施策の効果 

 省エネ性の高いＬＥＤの導入により、CO2 の排出量削減による低炭素社会の実

現に資するとともに、ＬＥＤ導入による光熱費等の軽減分を毎年のリース財源と

し、更なるＬＥＤ化が促進される。 

また地元企業を活用してＬＥＤ導入を進めることで、地元経済の活性化に寄与。 

 



【現状と課題】

街路灯等のＬＥＤ照明へのリプレイスにより、ＣＯ２排出量が削減され低炭素社会化が推進される。リースの活用に
より、経済的なＬＥＤ照明の導入が可能だが、小規模な地方公共団体（１０万人以下）には、更新計画の具体的な設計
ノウハウや専門知識を持った人員等が不足。

【対応策】

・ 小規模な地方公共団体に、更新計画の作成を専門業者等に外注するための経費を支援し、ＬＥＤ導入を促進。
・ ＬＥＤの高い省エネ性と長寿命性による、光熱費等の軽減分を毎年のリース財源とし、更なるＬＥＤ導入を促進。
・ リースの手法で、地元企業を活用しつつＬＥＤ導入を行う際の費用を補助することで地元経済の活性化に寄与。

地方公共団体

街路灯等へのLED導入の計画（素案）の作成

○現状分析（維持費、光熱費、電力使用量等）
○計画期間
○LEDの街路灯等を設置・リースする者
○メンテナンスを実施する者
○地元の雇用への配慮 等

環境省

○提案の審査

○優れた自治体の提案
を採択 （50自治体）

②採択

計画（素案）の具体化・設計

○現状分析（交換対象となる街路灯等は？）
○どの種類のLED照明に交換するか？
○コストメリットがある個々の機器のリプレイス設計は？
○電力仕様の変更手続 等

③計画の
具体化 ③’ 計画具体化に係る費用の支援

具体化した計画により、街路
灯等へのLED照明の導入

①計画（素案）を提案
（プロポーザル方式）

本施策のイメージ

小規模地方公共団体におけるＬＥＤ街路灯等導入促進事業 平成２４年度補正予算 １１．５億円

※ 単独自治体での計画策定のみではなく、複数の自治体による合同での計画策定も可とする。

軽減された光熱費等を財源
に、更なるＬＥＤ導入を促進

民間事業者

○計画の具体化・設計
○計画に沿ったＬＥＤ導入等の実施
○ＬＥＤの管理等

④リースによる
ＬＥＤの導入
※補助は初回限り

○補助対象：
地方公共団体

○定額補助
（上限800万円）

○補助対象：
民間企業

○定率補助（リース
料金に含まれる取
付工事費用の1/4）
（上限1,500万円）


